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川崎市議会議会改革検討委員会   



議会改革検討委員会 第２回報告書

１ 検討結果 

  当検討委員会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、

検討委員会としての結論に至った。 

 (1) 常任委員会の所管及び名称については、平成２８年４月１日から、次の

とおり見直すべきである。 

  ア 常任委員会の名称、委員定数及び所管 

 (ｱ) 総務委員会        １３人 

ア  総務企画局、財政局、経済労働局及び臨海部国際戦略本部の所

管に関すること。 

イ  他の常任委員会の所管に属しないこと。 

 (ｲ) 文教委員会        １２人 

市民文化局、こども未来局及び教育委員会の所管に関すること。 

 (ｳ) 健康福祉委員会    １２人 

健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。 

 (ｴ) まちづくり委員会  １２人 

まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。 

 (ｵ) 環境委員会        １１人 

環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。 

  イ 平成２８年から３年間の正副委員長等の割り振り 

変更しない。 

 (2) 区を単位とし、区選出議員を構成員とする区常任委員会の設置について

提案があったが、国や他の政令市、今後の本市における区の権限強化の状

況を見て、再度設置について議論すべきであるとの意見で一致し、設置に

ついては見送ることとした。 

２ 議論の概要 

 (1) 常任委員会の所管の見直しの概要 

  ア 現状 

・ 各常任委員会の所管は、川崎市議会委員会条例第２条に規定されて

おり、各委員会の所管は以下のとおりである。 

 (ｱ) 総務委員会        １３人 

ア  総務局、総合企画局、財政局及び教育委員会の所管に関するこ

と。 

イ  他の常任委員会の所管に属しないこと。 

 (ｲ) 市民委員会        １２人 

市民・こども局、経済労働局及び港湾局の所管に関すること。 

 (ｳ) 健康福祉委員会    １２人 
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健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。 

 (ｴ) まちづくり委員会  １２人 

まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。 

 (ｵ) 環境委員会        １１人 

環境局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。 

  イ 常任委員会の所管の見直しの必要性 

・ 各常任委員会における開催回数、議案、請願・陳情の付託件数等を

比較すると、委員会によって、開催回数、議案等の付託件数に偏りが

ある。 

・ １回ごとの審査時間や審議内容が異なるため、開催回数、議案等の

付託件数だけでは、委員会の活動の比較を厳密に行うことはできない

が、各常任委員会の現状に鑑みると、常任委員会の所管については、

一定の見直しの時期にきていると思われる。 

・ また、平成２７年に発生した中学生殺害事件の際、児童・生徒の教

育を担当する教育委員会と子ども、青少年の育成を担当するこども本

部が、それぞれ総務委員会と市民委員会に分かれており、委員会報告、

情報提供の在り方に差異が生じた事例があり、現行の常任委員会の所

管の組み合わせについて、検討を行う必要がある。 

・ さらに、市長事務部局においては、川崎市事務分掌条例の一部改正

により、平成２８年４月から、総務局及び総合企画局を総務企画局に、

市民・こども局を市民文化局に、こども本部をこども未来局にそれぞ

れ組織再編し、また、臨海部国際戦略本部を新たに設置するなどの組

織改正を行う予定である。 

・ 以上のことから、検討委員会では、常任委員会の所管について具体

的な見直しを行う必要性について意見が一致し、具体的な検討を行う

こととした。 

  ウ 常任委員会の所管の見直しの具体的な議論 

・ 常任委員会の見直しに当たっては、市長事務部局において、平成２

８年４月１日から実施される組織改正に併せて検討を行う必要がある。 

・ こども未来局と教育委員会は、平成２７年に発生した中学生殺害事

件の例もあり、子ども施策、青少年の育成について、体系的な審議が

できるように、同じ委員会の所管とするべきである。 

・ その他、開発行為とアセスの関係から、まちづくり局と環境局との

組合わせ、川崎港における関係性から、臨海部国際戦略本部と経済労

働局、港湾局を同一にするなどの組合せなども考えられる。 

・ また、議案、請願・陳情の付託件数のバランスについては、あまり

重要視すると、適切な所管の組み合わせが難しくなるため、結果的に

多少の偏りが生じることはやむを得ないと思われる。 

・ 上記を踏まえ、検討委員会では、市長事務部局の組織の再編にあわ
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せて、こども未来局と教育委員会の組み合わせを基に、局の関連性、

議案、請願・陳情の付託件数等を勘案して、見直し案を作成し、検討

を行った結果、下記のとおり、常任委員会の所管の見直しを行うこと

に決定した。 

・ また、市民委員会については、市民文化局とこども未来局及び教育

委員会が所管となるため、見直しにあわせて、名称を文教委員会に変

更することとした。 

・ なお、検討委員会では、見直し後の常任委員会の所管について検討

した結果、各常任委員会の委員数及び平成２７年５月の世話人会で決

定した４年間の正副委員長の割り振りポストについては変更しないこ

とを併せて確認した。 

  エ 川崎市議会委員会条例の一部改正の案 

１ 常任委員会の名称、委員定数及び所管 

（１）総務委員会        １３人 

   ア 総務企画局、財政局、経済労働局及び臨海部国際戦略本部の 

    所管に関すること。 

   イ 他の常任委員会の所管に属しないこと。 

（２）文教委員会        １２人 

    市民文化局、こども未来局及び教育委員会の所管に関すること。 

（３）健康福祉委員会    １２人 

    健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。 

（４）まちづくり委員会  １２人 

    まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。 

（５）環境委員会        １１人 

    環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。 

 ※ 下線部を改正又は一部追加 
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 (2) 区常任委員会の設置 

区常任委員会の設置の必要性については、各委員の意見の一致に至ら

なかったため、見送ることとなったが、各委員の意見は次のとおりであ

る。 

  ア 設置に肯定的な意見の概要 

・ 本市において、平成２８年３月に区役所改革の基本方針が示され、

区役所機能の強化や区と局間の連携強化など、新たな執行体制の整備

が拡充されている状況である。また、第３０次地方制度調査会の答申

では、区を単位とする住民自治の機能強化として、市議会内に区選出

市議会議員を構成員とする区常任委員会を設置し、区の権限に関する

事務の調査や議案、請願等の審査を行うべきであるとの考え方が示さ

れた。他都市においてもまだ前例がない状態ではあるが、本市が率先

して区常任委員会設置の取組を進めていくべきであると考える。 

・ このため、本市議会において、各区に一つずつ区常任委員会を設置

し、区選出議員が所属する形式で、各区における事業内容の調査・報

告・検証について議論する場とするべきと考える。なお、請願・陳情

は既存の常任委員会で取り扱うこととするべきと考える。 

・ 本件については将来必ず議論されるものと思われるため、他都市と

比較しても非常に活発に活動している本市議会が、率先して設置を検

討していくべき項目であると考える。 

・ なお、設置単位については、採決の際に１つの区のみで過半数とな

らないよう公平性を担保するため、３区程度を一つの常任委員会とし

てまとめる考え方もある。 

  イ 設置に慎重な意見の概要 

・ 区常任委員会を設置し、区選出議員が所属することとした場合、全

市的な視野に立った意見が少なくなるのではないか、また、地域課題

に関する請願の審査などの場面において、肯定的な意見ばかりとなり

ブレーキを踏む人がいなくなるのではないかという懸念がある。 

・ 現状においては区の権限や独自予算、関連する議案等も少ない状況

であるため、現時点では設置する必要性は低いものと思われる。 

・ 現時点では他都市等でも設置の事例がない状況であることもあり、

行政区に関する制度や仕組みが将来的に変更された際に、改めて議論

すべきであると考える。 

・ 現時点では、区常任委員会が必要とまでは判断できないため、将来

的な状況の変化を待ちたい。 
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資 料 編 

○ 川崎市議会委員会条例（抜粋）－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６ 

○ 常任委員会への議案、請願・陳情付託状況、開催回数（前期）－－－ ７ 

○ 「常任委員会の所管局の見直し」に関する資料－－－－－－－－－－ ８ 

○ 地方自治法の一部を改正する法律関係資料－－－－－－－－－－－－１３ 

 （平成２６年７月１０日 総務省自治行政局作成） 

○ （仮称）区常任委員会の設置について（民主みらい案）－－－－－－１７ 

○ 議会改革検討委員会の協議経過について（報告）－－－－－－－－－１８ 
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川 崎 市議会 委 員 会条 例（抜 粋 ）  

  （常任委員会の設置） 

第 １ 条  議会に常任委員会を置く。 

  （常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第 ２ 条  常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

  (1) 総務委員会        １３人 

    ア  総務局、総合企画局、財政局及び教育委員会の所管に関すること。 

    イ  他の常任委員会の所管に属しないこと。 

  (2) 市民委員会        １２人 

      市民・こども局、経済労働局及び港湾局の所管に関すること。 

  (3) 健康福祉委員会    １２人 

      健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。 

  (4) まちづくり委員会  １２人 

      まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。 

  (5) 環境委員会        １１人 

      環境局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。 

  （常任委員の任期） 

第 ３ 条  常任委員の任期は、１年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任す

る。 

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  （議会運営委員会の設置） 

第 ４ 条  議会に議会運営委員会を置く。 

２  議会運営委員会の委員の定数は、１３人とする。 

３  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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23年度 24年度 25年度 26年度 計

31(1) 34(4) 32(2) 40(3) 137(10)

29(4) 41(8) 36(5) 30(3) 136(20)

28(3) 32(4) 35(4) 29(3) 124(14)

31(5) 40(7) 38(6) 34(4) 143(22)

26(6) 30(2) 30(7) 23(3) 109(18)

議　　案 請　　願 陳　　情 計

122 26 43 191

29 4 9 42

5 3 2 10

46 5 1 52

42 14 24 80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7 7

145 11 43 199

59 3 17 79

43 6 15 64

24 2 8 34

19 0 3 22

145 20 37 202

117 20 36 173

8 0 0 8

20 0 1 21

33 52

21 39

61 12 13 86

62 7 9 78

14 5 7 26

45 1 1 47

3 1 1 5

常任委員会への議案、請願・陳情付託状況、開催回数（前期）

※（　）内は現地視察の回数

市　　民

こども本部

環 境 委 員 会

議　会　局

市民・こども局

財　政　局

教育委員会

総　務　局

総合企画局

健康福祉局

まちづくり局

建設緑政局

環　境　局

上下水道局

港　湾　局

交　通　局

病　院　局

ま ち づ く り 委 員 会

消　防　局

健 康 福 祉 委 員 会

選挙管理委員会

監査事務局

人事委員会事務局

オンブズマン事務局

経済労働局

         1　常任委員会開催数（前期）

         ２　常任委員会付託案件数（前期）

健康福祉

まちづくり

環　　境

市 民 委 員 会

会　計　室

総 務 委 員 会

総　　務

※参考： まちづくり局の議案件数は、平成２３年６月議会から平成２４年６月議会までに提案

された「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解」に関する議案の件

数を除いたもの（「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解」に関す

る議案は、平成２４年９月議会から１８０条専決処分の対象になった。）

123 212

62 151

208 297

122 211
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平成

「常任委員会の所管局の見直し」に関する資料

（Ａ案）現行区分で局の再編にあわせて改正

現   行 改  正 （案）

総務委員会 
総  務  局 

総合企画 局 

財  政  局 

教育委員 会 

そ  の  他 

総 務 企 画 局（議３４請 ７ 陳１１）

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ）

教 育 委 員 会（議４２請１４陳２４）

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ）

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ）

※議：議案、請：請願、陳：陳情（以下同じ。） 

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

市民委員会 

市民・こども局

経済労働 局 

港  湾  局 

市 民 文 化 局（議５９請 ３ 陳１７）

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５）

経 済 労 働 局（議２４請 ２ 情 ８ ）

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ）

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

健康福祉委員会

健康福祉 局 

病  院  局 

消  防  局 

健 康 福 祉 局（議１１７請２０陳３６）

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ）

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ）

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

まちづくり委員会

まちづくり局 

建設緑政 局 

まちづくり局（議６２請２１陳３９）

建 設 緑 政 局（議６１請１２陳１３）

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

環境委員会 

環  境  局 

上下水道 局 

交  通  局 

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ）

上 下 水 道 局（議４５請 １ 陳 １ ）

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ）

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

※ 議案、請願、陳情は平成２３年度～平成２６年度の４年間の合計。

  まちづくり局の議案件数は、「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴え

の提起、和解」に関する議案の件数を除いた件数
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（Ｂ案）こども未来局と教育委員会の組合せ

現   行 改  正 （案）

総務委員会 
総  務  局 

総合企画 局 

財  政  局 

教育委員 会 

そ  の  他 

総 務 企 画 局（議３４請 ７ 陳１１）

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ）

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ）

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ）

※議：議案、請：請願、陳：陳情（以下同じ。） 

議案 ８０ 

請願 １２ 

陳情 １９

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

市民委員会 

市民・こども局

経済労働 局 

港  湾  局 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５）

教 育 委 員 会（議４２請１４陳２４）

議案 ８５ 

請願 ２０ 

陳情 ３９

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

健康福祉委員会

健康福祉 局 

病  院  局 

消  防  局 

健 康 福 祉 局（議１１７請２０陳３６）

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ）

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ）

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

まちづくり委員会

まちづくり局 

建設緑政 局 

まちづくり局（議６２請２１陳３９）

建 設 緑 政 局（議６１請１２陳１３）

上 下 水 道 局（議４５請 １ 陳 １ ）

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ）

議案１７１ 

請願 ３５ 

陳情 ５４

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

環境委員会 

環  境  局 

上下水道 局 

交  通  局 

市 民 文 化 局（議５９請 ３ 陳１７）

経 済 労 働 局（議２４請 ２ 情 ８ ）

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ）

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ）

議案１１６ 

請願 １０ 

陳情 ３５

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

※ 議案、請願、陳情は平成２３年度～平成２６年度の４年間の合計。

  まちづくり局の議案件数は、「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴え

の提起、和解」に関する議案の件数を除いた件数
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（Ｃ案）Ｂ案を基に関連性、審査量のバランスを考慮

現   行 改  正 （案）

総務委員会 
総  務  局 

総合企画 局 

財  政  局 

教育委員 会 

そ  の  他 

総 務 企 画 局（議３４請 ７ 陳１１）

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ）

経 済 労 働 局（議２４請 ２ 情 ８ ）

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ）

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ）

※議：議案、請：請願、陳：陳情（以下同じ。）

議案１０４ 

請願 １４ 

陳情 ２７

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

市民委員会 

市民・こども局

経済労働 局 

港  湾  局 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５）

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ）

教 育 委 員 会（議４２請１４陳２４）

議案１０４ 

請願 ２０ 

陳情 ４２

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

健康福祉委員会

健康福祉 局 

病  院  局 

消  防  局 

健 康 福 祉 局（議１１７請２０陳３６）

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ）

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ）

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

まちづくり委員会

まちづくり局 

建設緑政 局 

まちづくり局（議６２請２１陳３９）

建 設 緑 政 局（議６１請１２陳１３）

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

環境委員会 

環  境  局 

上下水道 局 

交  通  局 

市 民 文 化 局（議５９請 ３ 陳１７）

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ）

上 下 水 道 局（議４５請 １ 陳 １ ）

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ）

議案１２１ 

請願 １０ 

陳情 ２６

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

※ 議案、請願、陳情は平成２３年度～平成２６年度の４年間の合計。

  まちづくり局の議案件数は、「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴え

の提起、和解」に関する議案の件数を除いた件数

- 10 -



「常任委員会の所管局の見直し」に関する資料

現   行
改  正 （案）

Ｄ案（共産党） Ｅ案（民主みらい）

総務委員会

（定数１３人） 
総 務 局

総合企画局

財 政 局

教育委員会

そ の 他

総務企画局（議３４請 ７ 陳１１） 

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ） 

経済労働局（議２４請 ２ 情 ８ ） 

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ） 

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ） 

※議：議案、請：請願、陳：陳情（以下同じ。）

議案１０４ 

請願 １４ 

陳情 ２７

総務企画局（議３４請 ７ 陳１１） 

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ） 

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ） 

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ） 

議案 ８０ 

請願 １２ 

陳情 １９ 

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

市民委員会

（定数１２人） 市民・こども局

経済労働局

港 湾 局

市民文化局（議５９請 ３ 陳１７） 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５） 

教育委員会（議４２請１４陳２４） 

議案１４４ 

請願 ２３ 

陳情 ５６

市民文化局（議５９請 ３ 陳１７） 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５）

教育委員会（議４２請１４陳２４） 

議案１４４ 

請願 ２３ 

陳情 ５６ 

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

健康福祉委員会

（定数１２人） 健康福祉局

病 院 局

消 防 局

健康福祉局（議１１７請２０陳３６） 

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ） 

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ） 

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

健康福祉局（議１１７請２０陳３６）

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ） 

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ） 

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

まちづくり委員会

（定数１２人） 
まちづくり局

建設緑政局

まちづくり局（議６２請２１陳３９） 

建設緑政局（議６１請１２陳１３） 

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ） 

議案１４２ 

請願 ３３ 

陳情 ５５

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ）

まちづくり局（議６２請２１陳３９） 

建設緑政局（議６１請１２陳１３） 

議案１３７ 

請願 ３８ 

陳情 ５９

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

環境委員会

（定数１１人） 環 境 局

上下水道局

交 通 局

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ） 

上下水道局（議４５請 １ 陳 １ ） 

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ） 

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

経済労働局（議２４請 ２ 情 ８ ） 

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ） 

上下水道局（議４５請 １ 陳 １ ） 

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ）

議案 ９１ 

請願  ４ 

陳情 １３

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

-
 
1
1
 
-



現   行
改  正 （案）

Ｆ案（自民党） Ｇ案（公明党）

総務委員会

（定数１３人） 
総 務 局

総合企画局

財 政 局

教育委員会

そ の 他

総務企画局（議３４請 ７ 陳１１） 

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ） 

経済労働局（議２４請 ２ 情 ８ ） 

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ） 

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ） 

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ） 

議案１２３ 

請願 １４ 

陳情 ２７

総務企画局（議３４請 ７ 陳１１） 

財 政 局（議４６請 ５ 陳 １ ） 

経済労働局（議２４請 ２ 情 ８ ） 

臨海部国際戦略本部（議 ‐ 請 ‐ 陳 ‐ ） 

そ の 他（議 ０ 請 ０ 陳 ７ ） 

議案１０４ 

請願 １４ 

陳情 ２７

議案１２２ 

請願 ２６ 

陳情 ４３

市民委員会

（定数１２人） 市民・こども局

経済労働局

港 湾 局

市民文化局（議５９請 ３ 陳１７） 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５） 

教育委員会（議４２請１４陳２４） 

議案１４４ 

請願 ２３ 

陳情 ５６

市民文化局（議５９請 ３ 陳１７） 

こども未来局（議４３請 ６ 陳１５） 

教育委員会（議４２請１４陳２４） 

議案１４４ 

請願 ２３ 

陳情 ５６

議案１４５ 

請願 １１ 

陳情 ４３

健康福祉委員会

（定数１２人） 健康福祉局

病 院 局

消 防 局

健康福祉局（議１１７請２０陳３６） 

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ） 

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ） 

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

健康福祉局（議１１７請２０陳３６）

病 院 局（議 ８ 請 ０ 陳 ０ ） 

消 防 局（議２０請 ０ 陳 １ ） 

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

議案１４５ 

請願 ２０ 

陳情 ３７

まちづくり委員会

（定数１２人） 
まちづくり局

建設緑政局

まちづくり局（議６２請２１陳３９） 

建設緑政局（議６１請１２陳１３） 

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

まちづくり局（議６２請２１陳３９） 

建設緑政局（議６１請１２陳１３） 

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

議案１２３ 

請願 ３３ 

陳情 ５２

環境委員会

（定数１１人） 環 境 局

上下水道局

交 通 局

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ） 

上下水道局（議４５請 １ 陳 １ ） 

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ） 

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

環 境 局（議１４請 ５ 陳 ７ ） 

港 湾 局（議１９請 ０ 陳 ３ ） 

上下水道局（議４５請 １ 陳 １ ） 

交 通 局（議 ３ 請 １ 陳 １ ） 

議案 ８１ 

請願  ７ 

陳情 １２

議案 ６２ 

請願  ７ 

陳情  ９

※ 議案、請願、陳情は平成２３年度～平成２６年度の４年間の合計。

まちづくり局の議案件数は、「市営住宅等の使用料の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解」に関する議案の件数を除いた件数
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施行日：１は平成28年４月１日、３は平成26年11月１日

地方自治法の一部を改正する法律関係資料（抜粋）　
平成２６年７月１０日　総務省自治行政局

平成26年５月30日公布
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平成２８年１月２８日  

 川崎市議会議長  

石田 康博 様 

                         議会改革検討委員会委員長 

                              橋 本  勝 

議会改革検討委員会の協議経過について（報告） 

 議会改革検討委員会において、「常任委員会の所管局の見直し」について協議を行

い、区常任委員会に関する部分を除き、各委員の意見が一致し、別添のとおり、常任

委員会の所管を見直すべきとの結論になりましたので、報告します。 

【報告事項】常任委員会の所管局の見直し（区常任委員会に関する部分を除く。） 
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常任委員会の所管の見直しについて 

【議会改革検討委員会 確認事項】 

  平成２８年４月１日から、次のとおり、常任委員会の所管及び名称を見

直すべきである。 

１ 常任委員会の名称、委員定数及び所管 

(1) 総務委員会        １３人 

     ア  総務企画局、財政局、経済労働局及び臨海部国際戦略本部の所管

に関すること。 

     イ  他の常任委員会の所管に属しないこと。 

   (2) 文教委員会        １２人 

       市民文化局、こども未来局及び教育委員会の所管に関すること。 

   (3) 健康福祉委員会    １２人 

       健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。 

   (4) まちづくり委員会  １２人 

       まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。 

   (5) 環境委員会        １１人 

       環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。 

 ２ 平成２８年から３年間の正副委員長等の割り振り 

   変更しない。 
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